
 

総会から常任委員会への委任事項の改正（案）等について 

 

 改正の内容  

（1）「総会から常任委員会への委任事項（平成26年５月19日第１回総会決定）」の改正 

  ①いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（仮称）の設置に伴う改正 

   ≪改正前≫ 大会開催に関する方針 → ≪改正後≫ 両大会開催に関する方針 

   ②「総会から募金・企業協賛推進委員会への委任事項（平成28年７月13日第３回総会決定）」 

   の統合 

 

（2）「総会から募金・企業協賛推進委員会への委任事項」の廃止 

第４号議案 


